
業務区分 令和７年４月１日～

【建築物】
法第６条
第１項

都市計画区域（区域区分非設定） 都市計画区域外

第１号 県 県

県 県

2階建て
300㎡以下

平屋建て
200㎡超～300
㎡以下

第３号
市

＊一部審査省略あり
対象外

工事届のみ

特殊建築物に供す
る部分の床面積が
200㎡を超えるもの

下記以外

平屋建て
200㎡以下

第２号

木造
市

＊高さ16ｍ以下
市

＊高さ16ｍ以下


